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利用にあたって 

１ 結果は、百分率（％）で表示した。表及び解説の百分率は、小数第２位を四捨五入した

ため、合計が100.0％に過不足することがある。 

２ Ｎは、質問に対する回答者数で、百分率算出の基礎となっている。 

３ 前回調査とは、平成23年度に県民生活・環境部男女平等社会推進課が実施した「男女平

等社会づくりに向けた県民意識調査」のことである。 


